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事 務 連 絡 

令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日 

法 務 局

総 務 部 統 括 監 査 専 門 官 殿

統 括 監 査 専 門 官 殿

民事行政部首席登記官（不動産登記担当） 殿

民 事 行 政 部 登 記 情 報 シ ス テ ム 管 理 官 殿

地方法務局

総 務 課 長 殿

首席登記官（法人登記担当を除く。） 殿

登 記 情 報 シ ス テ ム 管 理 官 殿

法 務 省 民 事 局 総 務 課 寺尾法務専門官 

法務省民事局総務課登記情報センター室 廣 原 補 佐 官 

法 務 省 民 事 局 民 事 第 二 課 河 瀬 補 佐 官 

登記情報及び地図情報の電子データによる提供に関する取扱いについ

て

登記情報及び地図情報の電子データによる提供については、平成２７年２月

９日付け法務省民二第８８号当局総務課長・民事第二課長通知「登記情報及び

地図情報の電子データによる提供について」及び同日付け当局総務課登記情報

センター室補佐官・民事第二課補佐官事務連絡「登記情報及び地図情報の電子

データによる提供に関する取扱いについて」（以下「平成２７年２月９日付け

事務連絡」という。）並びに令和２年１月１０日付け法務省民二第３号当局総

務課長・民事第二課長通知「登記情報及び地図情報の電子データによる提供の

オンライン化について」及び同日付け当職ら事務連絡「登記情報及び地図情報

の電子データによる提供のオンライン化について」により行われているところ

ですが、これに関し、「令和６年の地方からの提案等に関する対応方針」（令
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和６年１２月２４日閣議決定）において、住居表示の実施手続等について、登

記情報及び地図情報の電子データによる提供が可能であることを明らかとす

ることが示されました。 

これに伴い、平成２７年２月９日付け事務連絡の別紙１及び別紙２を、それ

ぞれ別紙１及び別紙２のように改めることとしましたので、貴管下登記官及び

乙号事務の受託事業者に周知方お取り計らい願います。  
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別紙１

法令上の根拠 官庁又は公署 使用目的

土地基本法（平成元年法律 地方自治体又は 国土調査の事前調査のため

第８４号）第１８条、国土 国

調査法（昭和２６年法律第

１８０号）第３条及び地籍

調査作業規程準則（昭和３

２年総理府令第７１号）第

１８条

地方税法（昭和２５年法律 地方税法第１条 地方税法による調査のため

（固定資産税賦課徴収業務の調第２２６号）第２０条の１ 第１項第３号に

査のために不動産番号を含む登１ 規定する徴税吏

記情報の電子データが必要であ員

る場合を含む ）。

東日本大震災復興特別区域 国、都道府県又 東日本大震災復興基本法第３

法（平成２３年法律第１２ は市町村 条に定める基本方針に基づき

２号）第７１条 実施される事業（東日本大震

災からの復興の基本方針（平

成２３年７月２９日東日本大

震災復興対策本部決定）５復

興対策に関する調査のため

東日本大震災復興基本法第３

条に定める基本方針に基づき

実施される事業（東日本大震

災からの復興の基本方針６原

子力災害からの復興、( ) ④1 ,
の放射性物質の除去等）のた

めに必要となる平成２３年３

月１１日に発生した東北地方

太平洋沖地震に伴う原子力発

電所の事故により放出された

放射性物質による環境の汚染

への対処に関する特別措置法

第３０条第２項に定める関係

人の調査のため

防災のための集団移転促進事

別紙１
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業に係る国の財政上の特別措

置等に関する法律第９条に基

づく防災集団移転促進事業の

事業計画及び事業の実施に係

る移転対象区域内の土地・建

物の調査のため

森林法（昭和２６年法律第 都道府県又は市 森林所有者等の把握に関し必

２４９号）第１９１条の２ 町村 要な情報を収集するため

第２項

土地区画整理法（昭和２９ 国、都道府県、 土地区画整理事業の施行の準

年法律第１１９号）第７４ 市町村、独立行 備又は施行のため

条 政法人都市再生

機構等

土地改良法（昭和２４年法 国、都道府県、 土地改良事業に関する土地等

律第１９５号）第１１８条 市町村、土地改 の調査のため

第６項 良区等

農地法（昭和２７年法律第 都道府県、市町 農地法第５２条の３第１項に

２２９号）第５１条の２第 村又は農業委員 基づく農地台帳に記録された

２項 会 事項の公表の基礎データとし

て活用するため

地方公営企業法（昭和２７ 地方公営企業 水道事業に係る民有林の購入

年法律第２９２号）第５条 に必要なため

の２

空家等対策の推進に関する 市町村 空家等の所有者等の把握に関

特別措置法（平成２６年法 する調査のため

律第１２７号）第１０条第

３項

建築基準法（昭和２５年法 都道府県又は市 建築物の所有者等の情報を把

律第２０１号）第１２条第 町村 握するため

８項の台帳整理に関し住生

活基本法（平成１８年法律

第６１号）第１９条

文化財保護法（昭和２５年 都道府県又は市 文化財保護法第１３４条第１

法律第２１４号）第３条 町村 項の規定に基づく重要文化的

景観の選定の申出に伴う不動

産所有者の同意を得るための

調査のため

別紙１
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別紙１

ポリ塩化ビフェニル廃棄物 都道府県 ポリ塩化ビフェニル使用安定

の適正な処理の推進に関す 器が設置されている建築物の

る特別措置法（平成１３年 所有者等の情報を把握するた

法律第６５号）第２３条 め

行政機関の保有する個人情 農林水産省 農林水産省におけるデジタル

報の保護に関する法律（平 地図の作成等のため（ 公的「

成１５年法律第５８号）第 情報基盤（ベース・レジスト

８条第２項第３号に基づく リ）の整備に向けた「地番」

依頼（令和３年９月１６日 情報の取扱いについて （令」

付け【３広第２３３号】農 和３年８月２７日付け内閣官

林水産省大臣官房参事官 房情報通信技術（ＩＴ）総合

（デジタル戦略）依頼文書 戦略室，内閣官房地理空間情

「農林水産省におけるデジ 報活用推進室，総務省・法務

タル地図の作成等のための 省・農林水産省，個人情報保

登記情報及び地図情報の電 護委員会及び内閣府規制改革

子データによる提供につい 推進室作成文書 ４頁以下 農） （

て」参照） 林水産省における使用目的）

記載の活用方法①参照）

住居表示に関する法律（昭 市町村（特別区 住居表示の実施のため

和３７年法律第１１９号） を含む ）。

第１１条

大規模災害からの復興に関 国、都道府県又 復興計画の作成若しくは変更

する法律（平成２５年法律 は市町村 又は復興整備事業の実施の準

第５５号）第３５条 備若しくは実施のため

建築物の耐震改修の促進に 国及び地方公共 建築物の耐震診断、耐震改修

関する法律（平成７年法律 団体 の促進及び耐震改修の促進に

第１２３号）第３条第１項 資する技術に関する研究開発

及び第２項 を促進するため

消防法（昭和２３年法律第 国及び地方公共 消防法に規定されている事務

１８６号）第３５条の１３ 団体 を行うため

砂防法（明治３０年法律第 都道府県 砂防指定地における一定行為

２９号）第４条及び第５条 の禁止、制限、監視を行うた

め

都市計画法（昭和４３年法 国又は地方公共 都市計画の実施に係る調査の

律第１００号）第３条 団体 ため
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別紙２

法令上の根拠 官庁又は公署 使用目的

土地基本法（平成元年法律 地方自治体又は 国土調査の事前調査のため

第８４号）第１８条、国土 国

調査法（昭和２６年法律第

１８０号）第３条及び地籍

調査作業規程準則（昭和３

２年総理府令第７１号）第

１６条

地方税法（昭和２５年法律 地方税法第１条 地方税法による調査のため

第２２６号）第２０条の１ 第１項第３号に 固定資産税の課税等の目的に

１ 規定する徴税吏 使用する地籍図（地方税法第

員 ３８０条第３項）の復元作業

のため

東日本大震災による地殻変動

、 、に伴い 土地が移動したため

同震災前に作成された固定資

産税の課税等の目的に使用す

る地籍図（地方税法第３８０

条第３項）の復元作業のため

山地番・耕地番解消作業の実

施に係る対象区域内の土地・

建物の事前調査のため

東日本大震災復興特別区域 国、都道府県又 東日本大震災復興基本法第３

法（平成２３年法律第１２ は市町村 条に定める基本方針に基づき

２号）第７１条 実施される事業（東日本大震

災からの復興の基本方針（平

成２３年７月２９日東日本大

震災復興対策本部決定）５復

興対策に関する調査のため

東日本大震災復興基本法第３

条に定める基本方針に基づき

実施される事業（東日本大震

災からの復興の基本方針６原

子力災害からの復興、( )、1

別紙２
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④の放射性物質の除去等）の

ために必要となる平成２３年

３月１１日に発生した東北地

方太平洋沖地震に伴う原子力

発電所の事故により放出され

た放射性物質による環境の汚

染への対処に関する特別措置

法第３０条第２項に定める関

係人の調査のため

防災のための集団移転促進事

業に係る国の財政上の特別措

置等に関する法律第９条に基

づく防災集団移転促進事業の

事業計画及び事業の実施に係

る移転対象区域内の土地・建

物の調査のため

地籍調査実施済み地区におい

て、東日本大震災復興基本法

（平成２３年法律第７６号）

第３条に定める基本方針に基

づき実施される事業（東日本

大震災からの復興の基本方針

（平成２３年７月２９日東日

本大震災復興対策本部決定）

５復興対策( )③(ⅳ)の土地1
の境界の明確化に係る事務の

実施の一環として、震災に伴

う座標値補正後の登記所備付

地図を利用するため

農地法（昭和２７年法律第 都道府県、市町 農地法第５２条の３第２項に

２２９号）第５１条の２第 村又は農業委員 基づく農地に関する地図の作

２項 会 成及び公表の基礎データとし

て活用するため

森林法（昭和２６年法律第 都道府県又は市 森林所有者等の把握に関し必

２４９号）第１９１条の２ 町村 要な情報を収集するため

第２項

別紙２
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土地改良法（昭和２４年法 国、都道府県、 土地改良事業に関する土地等

律第１９５号）第１１８条 市町村、土地改 の調査のため

第６項 良区等

地方公営企業法（昭和２７ 地方公営企業 水道事業に係る民有林の購入

年法律第２９２号）第５条 に必要なため

の２

空家等対策の推進に関する 市町村 空家等の所有者等の把握に関

特別措置法（平成２６年法 する調査のため

律第１２７号）第１０条第

３項

土地区画整理法（昭和２９ 国、都道府県、 土地区画整理事業の施行の準

年法律第１１９号）第７４ 市町村、独立行 備又は施行のため

条 政法人都市再生

機構等

建築基準法（昭和２５年法 都道府県又は市 建築物の所有者等の情報を把

律第２０１号）第１２条第 町村 握するため

８項の台帳整理に関し住生

活基本法（平成１８年法律

第６１号）第１９条

文化財保護法（昭和２５年 都道府県又は市 文化財保護法第１３４条第１

法律第２１４号）第３条 町村 項の規定に基づく重要文化的

景観の選定の申出に伴う不動

産所有者の同意を得るための

調査のため

行政機関の保有する個人情 農林水産省 農林水産省におけるデジタル

報の保護に関する法律（平 地図の作成等のため（ 公的「

成１５年法律第５８号）第 情報基盤（ベース・レジスト

８条第２項第３号に基づく リ）の整備に向けた「地番」

依頼（令和３年９月１６日 情報の取扱いについて （令」

付け【３広第２３３号】農 和３年８月２７日付け内閣官

林水産省大臣官房参事官 房情報通信技術（ＩＴ）総合

（デジタル戦略）依頼文書 戦略室、内閣官房地理空間情

「農林水産省におけるデジ 報活用推進室、総務省・法務

タル地図の作成等のための 省・農林水産省、個人情報保

登記情報及び地図情報の電 護委員会及び内閣府規制改革

子データによる提供につい 推進室作成文書 ４頁以下 農） （

別紙２
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て」参照） 林水産省における使用目的）

記載の活用方法参照）

住居表示に関する法律（昭 市町村（特別区 住居表示の実施のため

和３７年法律第１１９号） を含む ）。

第１１条

大規模災害からの復興に関 国、都道府県又 復興計画の作成若しくは変更

する法律（平成２５年法律 は市町村 又は復興整備事業の実施の準

第５５号）第３５条 備若しくは実施のため

砂防法（明治３０年法律第 都道府県 砂防指定地における一定行為

２９号）第４条及び第５条 の禁止、制限、監視を行うた

め

別紙２


